
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
の
選
挙
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
…
…
…
…
…
…
…
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
が
次
の
と
お
り
選
挙
さ
れ
た
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　

選

挙

年

月

日

戸
　
栗
　
　
　
敏

南
ア
ル
プ
ス
市
下
今
井
四
八
三
番
地
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。）
の
た
め
に
寄

附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

四
月
一
日

号
外
第
二
十
九
号

水　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
適
用
団
体



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

二

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

里
吉
至
光
を
支
援
す
る
光
友
会

里
　
　
吉
　
　
至
　
　
光

村
　
　
松
　
　
安
　
　
雄
　

笛
吹
市
一
宮
町
金
沢
二
九
〇

大
成
同
友
会

萩
　
　
原
　
　
　
　
　
剛

山
　
　
田
　
　
善
　
　
一
　

大
月
市
御
太
刀
一
│
一
一
│
二
二
ツ
タ
ヤ
ビ
ル
３
Ｆ

高
村
権
一
後
援
会

高
　
　
村
　
　
権
　
　
一

後

藤

徳

男

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
一
三
一
│
一

小
俣
義
之
後
援
会

幡

野

美

好

郷

田

久

男

都
留
市
法
能
九
七
〇
│
二

嶋
津
健
一
後
援
会
（
健
友
会
）

島

津

武

次

小

泉

達

人

韮
崎
市
穴
山
町
四
三
一
五

東
新
会

天

野

丈

重

長

瀬

正

仁

甲
府
市
中
村
町
一
四
│
一
八

西
野
け
ん
い
ち
を
支
援
す
る
会

西

野

賢

一

高

添

一

男

韮
崎
市
若
宮
二
│
四
│
一
〇

福
永
み
の
る
後
援
会
（
み
の
る
会
）

福

永

み

の

る

中

沢

春

樹

甲
府
市
上
今
井
町
二
七
五
│
一
〇


